
議案第５０号

控訴の提起について

前橋地方裁判所平成２８年（ワ）第８５号損害賠償等請求事件（以下「本

訴事件」という。）及び前橋地方裁判所平成２９年（ワ）第３６号損害賠償

反訴請求事件（以下「反訴事件」という。）について、次のとおり控訴を提

起したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１

２号の規定により、議会の議決を求める。

令和３年３月２２日提出

渋川市長 髙 木 勉

１ 当事者

群馬県渋川市石原８０番地

控訴人 渋川市 代表者市長 髙 木 勉

群馬県渋川市北橘町小室１７８番地

被控訴人 株式会社藤井建設 代表者代表取締役 藤井 英彦

２ 事件の概要

本訴事件は、原告藤井建設（被控訴人株式会社藤井建設をいう。以下同じ

。）が、被告渋川市（控訴人渋川市をいう。以下同じ。）との間で、北橘運

動場の造成工事（以下「本件工事」という。）に係る請負契約（以下「本件

請負契約」という。）を締結し、同工事を完成させ、被告渋川市に対して同

運動場を引き渡したところ、その後に同運動場のコンクリート擁壁の一部が

倒壊したことに関し、被告渋川市が、いわゆる記者会見において、原告藤井

建設による本件工事には契約違反や杜撰な作業があった等の事実を発表し（

以下「本件記者発表」という。）、また、原告藤井建設に対して渋川市建設

工事請負業者等の指名停止の措置（以下「本件指名停止」という。）を講じ

たが、これらの一連の行為により原告藤井建設の社会的評価及び信用並びに

営業権等が侵害されたなどと主張して、国家賠償法１条１項の規定による損

害賠償請求権に基づき、損害賠償金２０００万円（ただし、原告藤井建設が

請求原因で主張する損害額の合計はこれを上回る。）及びこれに対する本件



記者発表の後で本件指名停止の日である平成２７年１１月４日から支払済み

まで平成２９年法律第４４号による改正前の民法所定の年５分の割合による

遅延損害金の支払を求めた事案である。

反訴事件は、被告渋川市が、原告藤井建設に対し、原告藤井建設が行った

本件工事には瑕疵があったと主張して、本件請負契約による瑕疵修補請求に

代わる損害賠償請求権に基づき、損害賠償金１０１８万４４００円及びこれ

に対する催告の日の１５日後である平成２８年１２月１６日から支払済みま

で上記の改正前の民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた

事案である。

原告藤井建設の訴状における主張等に対し、様々反論を行ってきた。

３ 判決の内容

（１） 被告渋川市は、原告藤井建設に対し、１００万円及びこれに対す

る平成２７年１１月４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支

払え。

（２） 原告藤井建設のその余の本訴請求を棄却する。

（３） 被告渋川市の反訴請求を棄却する。

（４） 本訴事件の訴訟費用は、これを２０分し、その１９を原告藤井建

設の負担とし、その余を被告渋川市の負担とし、反訴事件の訴訟費用は

、被告渋川市の負担とする。

４ 控訴の趣旨

（１） 原判決中控訴人敗訴部分の取消し

（２） 被控訴人の本訴請求の棄却

（３） 被控訴人は控訴人に対し、１０１８万４４００円、及びこれに対

する平成２８年１２月１６日から支払済みまで、年５パーセントの割合

による金員を支払え。

（４） 訴訟費用は、第１審、第２審とも被控訴人の負担

５ 本件に関する取扱い



本件の訴訟は、弁護士に委任する。

理 由

本訴事件及び反訴事件の判決に不服があるので、控訴を提起しようとする

ものである。


































































































































